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香川県広域水道企業団 水道事業 地区別意見交換会 議事録 

 

小豆ブロック統括センター 

開催日時 令和 5年 12月 22日（金） 13：00～15：00 

開催場所 小豆ブロック統括センター 会議室 

出 席 者 委員 9名 企業団職員 6名 

傍 聴 者 申し込みなし、受け入れなし 

内 容 １ 開会 

２ 議題 

（１） 令和 4年度決算の概要について 

（２） 旧小豆島町水道事業の給水区域における福祉減額制度について 

（３） 料金統一化、基本計画関係スケジュールについて 

（４） 小豆ブロック統括センター管轄の水源状況について 

（５）その他 

３ 閉会 
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１ 開会 

所長が挨拶を行う。 

 

２ 議題 

（１） 令和 4年度決算の概要について 

企業団より説明を行う。 

「内部留保資金が目標より多いが、9年度末までに使うのか。土庄町は昨年

度より有収率が上がった要因はなにか。年間の漏水箇所の件数は。」 

「今後の財政状況は大変厳しくなる見込みである。有収率の上昇は、土庄前

島地区の大きい漏水箇所を修繕したことが影響している。年間の漏水修繕件

数は土庄町、小豆島町大小の水道管を合わせて、各 100件程度ある。」 

「肥土山浄水場更新工事は、補助事業で実施しているのか。」 

「広域整備事業として実施しており、国の補助が 1/3、それ以外は、県内の

17事業体と土庄町にも負担していただいている。」 

 

（２） 旧小豆島町水道事業の給水区域における福祉減額制度について 

企業団より説明を行う。 

「土庄町には福祉減免制度はないのか。」 

 「香川県内では小豆島町のみである。平成元年度にできた制度であり、制度

適用期間は令和 9年度末までと考えている。」 

「誤徴収返還の進捗状況は。」 

「令和 5年 8月と 10月の 2回、口座振込等で返還した。3回目を 12月下旬

に予定している。進捗率は 98％となっている。」 
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（３） 料金統一化、基本計画関係スケジュールについて 

企業団より説明を行う。 

「水道料金と老朽管整備等のバランスをうまくやっていかないと仕方な

い。」 

「令和 10年度からの料金が、当初より高くなると報道で聞いたが、報道の

内容と現在の水道料金を聞きたい。」 

「建設資材、電気料、燃料等の高騰により、統一料金が当初計画より高くな

る見通しであるとの報道がなされた。現在の水道料金は、家庭用 20㎥使用

の場合、税抜きで土庄町 4704円、小豆島町 4100円となっている。」 

 

（４） 小豆ブロック統括センター管轄の水源状況について 

企業団より説明を行う。 

「四国全域が渇水のようだ。島内の状況はどうか。」 

「島内の貯水状況も厳しくなってきている。」 

 「塩素のにおいが強すぎるのではないか。」 

「気温・水温上昇等により、残留塩素がにおいやすい。時期により浄水場に

近いところでは、残留塩素のにおいがきつく感じる場合がある。残留塩素濃

度での人体への影響はない。」 

 

（５）その他 

 ・老朽管について 

 「老朽化率と耐震化率について、全国と香川県の順位は。」 

 「老朽化率の順位はない。令和 3 年度基幹管路耐震率は香川県 24.7％、24

位となっている。」 

 ・赤水、濁り水の対応について 

 「消火栓の点検をすると水が濁ると聞く。」 

「消火栓のバルブを急激に開けたり閉めたりすると、管内の流速が通常の

流速と変わり、管内の汚れが濁りとなって現れるので、急激な開閉はしな

いようお願いしている。」 

・漏水修繕について 

「メーターが責任分岐点と聞くが、詳しく教えてほしい。」 

「配水管から分岐している給水管はお客様の所有物である。漏水修繕におい

ては、メーターより下流側（2次側）で漏水があった場合、修繕費用はお客

様負担となる。」 

 ・滞納整理について 

 「滞納整理の方法について聞きたい。」 

 「督促状、停水予告書、停水決定通知書により納付を促し、それでも支払い

がない場合、3 か月後の下旬頃に停水を執行する。支払い又は分納誓約に

より解除するが、連絡が取れず滞納が解消されない場合、5 か月後に給水

契約を解除する。」 

 

３ 閉会 


